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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーからの信頼と共感を得られる経営を企業活動の基本であると認識
し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、経営基盤の継続的強化、経営の健全性、透明性確保に取り組み、コーポレート・ガバナ
ンスの継続的強化および内部統制の体制整備・強化を重要課題として掲げ、その実践に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１‐２‐４】議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳

当社は、現状におきましては、海外投資家等の比率は相対的に低いことなどから、議決権電子行使プラットフォームの利用および招集通知の英訳
は行っておりませんが、今後、株主構成等を勘案しながら、議決権電子行使プラットフォームの利用や株主総会招集通知等の英訳を検討してまい
ります。

【補充原則３‐１‐２】英語での情報開示・提供

現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低い状況であります。今後、海外投資家の比率が一定程度以上となった時点で、株主
総会の招集通知等についての英訳を検討してまいります。

【補充原則４-２-１】業績連動報酬、株式報酬の適切な割合設定

当社は2021年６月25日付の第18回定時株主総会後に開催された取締役会において、取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項に
ついて、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関として「指名・報酬委員会」を設
置しましたが、現時点において自社株型報酬制度を導入しておらず、今後は中長期的な業績との連動を高めるべく検討を進めてまいります。

【原則４－11】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件

当社の取締役会は、国内外での豊富な知見を有した独立社外取締役と事業子会社の代表者をはじめ企業経営経験者や担当事業分野に精通し
た者など各分野において専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と
適正規模を両立した形で構成していると認識しております。また、当社の監査等委員には、企業経営や特定の専門領域における豊富な経験・実
績、見識を有する者がおります。現時点におきましては、ジェンダーの面においては女性の取締役がいない取締役会の構成になっておりますが、
今後、経営環境や経営戦略の観点にも鑑み、多様な取締役を選任できるよう努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】政策保有株式

当社グループは、当社と保有先との長期的・安定的な関係の構築など取引関係の維持等を目的として、上場株式を政策保有しております。保有
株式につきましては、年度毎、株式保有先毎に業績・株価・配当・成長性など多角的に検証し、取締役会にて検証結果を審議・承認しております。

その結果、保有意義が不十分、あるいは資本コストに見合っていないと判断した保有株式については、保有先企業との対話などを踏まえたうえで
縮減することとしております。

また、政策保有株式に係る議決権の行使については、当社グループと個々の投資先企業の持続的成長に資するか否かの視点に立って、議案毎
の賛否を判断することとしております。

【原則１－７】関連当事者間の取引

当社は、取締役の競業取引および利益相反取引につきましては、その内容に応じて取締役会での審議・決議・報告を要することとしております。監
査等委員会は取締役から利益相反取引に関して承認の求めがあった場合は、承認するかどうかを決定することとしております。また、当社は「関
連当事者の開示に関する会計基準」および「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に基づき、当社の財政状態や経営成績に影響を
及ぼす可能性のある関連当事者を年度毎に調査し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取引がある
場合は開示しております。

【原則２－６】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社グループでは、企業年金の積立金の管理および運用に関して、グループ各社の状況に合わせて、社外の資産管理運用機関等と契約を締結
するなど最適な方法をとっております。資産の運用基本方針および運用指針等を策定し、その方針に従って資産の運用を委託するとともに、運用
資産を定期的に時価により評価しております。また、これらの外部機関による運用実績等を適切にモニタリングするべく、企業年金の資産運用に
精通した部署が業務を担当しております。

【原則３‐１】情報開示の充実

（1）経営理念等、経営戦略、経営計画

当社グループは「鋼橋、建築、土木等社会インフラの建設、維持・補修の事業を通じて、豊かな国土と明るい社会創りに貢献する」ことを経営理念
としております。この経営理念に基づき、コンプライアンス・リスク管理体制を整備・適切に運用して、公正な競争、社会や顧客のニーズに応える安
全で優れた製品・施工・サービスを提供し、グループの持続的な成長の実現・維持を目指すとともに、株主・投資家をはじめ取引先、従業員、地域
社会などのすべてのステークホルダーに対して企業としての社会的責任を全うできるよう努めてまいります。

経営戦略、経営計画等につきましては、東京証券取引所において２０１９年５月１４日付で開示した「中期経営計画（２０１９～２０２１年度）に関する



お知らせ」に記載しております。

（2）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書の「Ⅰ.１.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

（3）役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続

本報告書の「Ⅱ.１機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」に記載しておりますので、ご参照ください。

（4）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

当社は、経営陣幹部の選任については会社における重要な意思決定であることを踏まえ、取締役会において、独立社外役員の適切な関与や助
言を得ながら、コンプライアンスならびにガバナンスの重要性を共有するとともに、実績、知見、先見性を持ち、統率力、課題解決力などトップマネ
ジメントとしての資質や能力を発揮できる人材を選定しております。また、経営陣幹部の解任については、職務執行に不正の行為または法令・定
款に違反等があった場合、企業価値を著しく毀損したと認められる場合等に、取締役会において、独立社外役員の適切な関与や助言を得ながら、
客観的に解任が相当であるか十分に審議します。取締役については、取締役会において、人格・見識に優れ、求められる責務を的確に遂行する
知識や経験、能力を有する人物を、社外取締役については、企業経営に関する豊富な経験や専門的な知識および幅広い見識を有し、会社法およ
び東京証券取引所が定める基準を踏まえた当社基準の独立性を満たす人物を選定しております。

（5）役員候補個々の選解任・指名についての説明

社外取締役の選任理由は、本報告書の「Ⅱ.１機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】会社との関係（2）」に記載のとおりです。

社外以外の取締役の選任理由は、当社ホームページ（https://www.miyaji-eng.com）に掲載の当社株主総会招集ご通知参考書類（取締役の選任
理由は第１８回定時株主総会招集ご通知参考書類第３号議案および第４号議案）に記載のとおりです。

なお、解任を行う事案が生じた際には、株主総会に解任議案を上程し、該当者の解任理由を当該解任議案に係る株主総会参考書類において開
示を行います。

【補充原則４‐１‐１】経営陣に対する委任の範囲

取締役会は、法令および定款により取締役会の専決とされる事項および「取締役会規則」に定める株主総会、決算、役員、株式・社債、人事・組
織、内部統制システムの整備、資産、資金調達・会計、事業再編、グループ全体に関する事項および子会社取締役会の決議事項のうち当社に
とっても重要な事項、その他重要な業務執行に関する事項などの案件を審議し、決定するとともに、取締役（子会社を含む）の職務の執行を監督し
ております。上記以外の業務執行の決定につきましては、当社社長以下の経営陣に委任しており、その内容は「業務分掌・職務権限規程」等の社
内規程において明確に定めております。

【原則４－９】独立社外取締役の独立性判断基準および資質

当社は、社外取締役を選任するにあたっては、会社法および東京証券取引所が定める基準を踏まえ、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれ
がなく、社外取締役として期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を候補者とすることを、社外取締役選任の方針としております。

また、当社の独立社外取締役の独立性判断基準は、以下のいずれにも該当しない者としております。

(1)当社および当社の連結子会社（以下「当社グループ」という）の主要な取引先※１・借入先※２の役員または重要な使用人（以下「業務執行者
等」という）および就任前３年間においてそうであった者

(2)当社グループから役員報酬以外に過去３年間のいずれかにおいて、年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている会計専門家、法律専
門家、コンサルタント等

(3)当社グループの監査法人の社員等および就任前３年間においてそうであった者

(4)当社グループから年間1,000万円以上の寄付金を受けている公益財団法人、公益社団法人等の業務執行者等および就任前３年間においてそ
うであった者

(5)当社の議決権を10％以上有する大株主およびその業務執行者等

(6)当社グループの業務執行者等および就任前10年間においてそうであった者

(7)（１）～（６）に該当する者の配偶者および二親等以内の親族

※１ 主要な取引先とは、就任前３年間のいずれかで、当社グループとの取引の対価の支払額または受取額が、当社または取引先の年間連結売

上高の２％以上の企業等をいう。

※２ 主要な借入先とは、就任前３年間のいずれかで連結総資産の２％以上の借入先をいう。

【補充原則４‐11‐１】取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方

当社の取締役の員数は、定款で定める10名以内（監査等委員である取締役を除く）および４名以内（監査等委員である取締役）とし、取締役会は、
４名の独立社外者ならびに事業子会社の代表者３名および担当事業分野に精通した者など各分野において専門的知識と豊富な経験を有した者
３名の１０名で構成しております。

取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で、上記のとおり知識・経験・能力のバランスに配慮した構
成とすることを方針とし、候補者を決定しております。

【補充原則４‐11‐２】役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況

社外取締役をはじめ当社取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向けております。また、取
締役の他の上場会社の役員等の兼任状況については、株主総会招集通知や有価証券報告書で開示しております。

【補充原則４‐11‐３】取締役会全体の実効性の分析・評価

当社は、取締役会の運営等の一層の改善を図ることを目的として、取締役会全体の実効性の評価を実施しました。評価の方法及び結果の概要
は以下のとおりです。

(1)　評価方法

①　社外を含む全取締役を対象とした自己評価を実施。

【評価項目】

・取締役会の構成に関する事項

・取締役会の運営に関する事項

・経営戦略に関する事項

②　取締役会において上記①の結果に基づき、取締役会全体の実効性について分析・評価を行う。

(2)　評価結果の概要

当社の取締役会は、取締役会全体の実効性が確保されていると評価しております。

当社は、今回の実効性評価を踏まえ、取締役会全体の実効性のさらなる向上を目指し、引き続き改善に努めてまいります。

【補充原則４‐14‐２】取締役のトレーニングの方針

当社の取締役に対するトレーニングの方針については、次のとおりであります。

１.新任取締役

新任取締役として必要な知識に関する外部セミナー等を受講します。

２.取締役



弁護士、公認会計士等による定期的な研修を実施し、また、適宜外部セミナーを受講し、知識の習得や能力の向上に継続的に努めます。

３.社外取締役

社外取締役には、当社グループの事業所視察をはじめ、歴史、事業概要、業績概要等必要な情報を得るための教育を実施しております。また、必
要に応じ、適宜外部セミナーを受講し、必要な専門知識等の習得に努めます。

【原則５－１】株主との建設的な対話に関する方針

１.IR方針

当社は、株主の意見を真摯に受け止め、経営に反映するため、的確かつ迅速な経営情報の開示を行うとともに、株主との建設的な対話を通じて、
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めております。

２.ＩＲ体制、対話方法

ＩＲの担当取締役と、ＩＲ室を中心として、株主との積極的な対話を心がけております。なお、当社ホームページにおいて会社概要、経営方針、グ
ループ構成、コンプライアンス（企業行動憲章）、ＩＲ情報（招集通知、報告書・中間報告書、決算短信・その他開示書類、有価証券報告書等）

などの情報の即時開示に努めております。

３.インサイダー情報

株主との対話において、インサイダー情報の管理を徹底しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 450,500 6.51

株式会社三菱UFJ銀行 327,145 4.73

明治安田生命保険相互会社 266,672 3.85

宮地取引先持株会 221,400 3.20

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 186,200 2.69

吉田知広 173,200 2.50

日本製鉄株式会社 157,800 2.28

三菱UFJ信託銀行株式会社 128,024 1.85

山内正義 116,000 1.68

DFA　INTL　SMALL　CAP　VALUE　PORTFOLIO 104,200 1.51

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 金属製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

成瀬進 他の会社の出身者

太田英美 他の会社の出身者

辻川正人 弁護士

樋口眞人 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

成瀬進 　 ○ ―――

行政分野において培われた国内外での豊富な
行政分野において培われた国内外での豊富な
知識、経験などを活かして、当社および当社グ
ループ内のコーポレートガバナンス体制の強
化・向上と一層の経営体制強化に活かしてい
ただいかしていただけると判断したため選任し
ております。

また、独立役員の属性等について独立性が確
保されており、一般株主と利益相反が生じるお
それがないと判断し、独立役員に指定しており
ます。



太田英美 ○ ○ ―――

当社グループの主力製品である鋼構造物に関
する高度な知見を有しており、これまでに培わ
れた国内外での豊富な知識、経験などを、当社
および当社グループのコーポレートガバナンス
体制の強化・向上と一層の経営体制強化に活
かしていただけると判断したため選任しており
ます。

また、独立役員の属性等について独立性が確
保されており、一般株主と利益相反が生じるお
それがないと判断し、独立役員に指定しており
ます。

辻川正人 ○ ○ ―――

弁護士としての豊富な専門知識、経験を活か
し、当社および当社グループ内の違法行為・反
倫理的行動に対するチェック機能を強化・向上
していただくとともに、監査業務の独立性・透明
性を高めるため選任しております。

また、独立役員の属性等について独立性が確
保されており、一般株主と利益相反が生じるお
それがないと判断し、独立役員に指定しており
ます。

樋口眞人 ○ ○ ―――

行政機関において培われた豊富な知識、経験
などを有しており、弁護士としての深い専門知
識、経験を活かし、当社および当社グループ内
の違法行為・反倫理的行動に対するチェック機
能を強化・向上していただくとともに、監査業務
の独立性・透明性を高めるため選任しておりま
す。

また、独立役員の属性等について独立性が確
保されており、一般株主と利益相反が生じるお
それがないと判断し、独立役員に指定しており
ます。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締

役及び使用人の有無
あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助し、その円滑な職務遂行を支援するため監査室を設け、スタッフを配置（５名）しております。なお、監査等委員会の職
務を補助すべき取締役は置いておりません。

監査室のスタッフは、監査等委員会の職務に関し監査等委員でない取締役の指揮命令を受けず、監査等委員会の指揮命令に従い、人事異動・
考課等は監査等員会の意見を聴取し、尊重するものとし、執行部門からの独立性と監査室のスタッフに対する監査等委員会の指示の実効性を確
保しております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、監査室および会計監査人と定期的に情報・意見の交換を行うとともに、監査結果の報告を受け、会計監査人の監査に立ち会う
などして緊密な連携を図ることとしております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する

任意の委員会の有無
あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性



委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 1 0 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 1 0 2 0 0
社外取
締役

補足説明

当社は2021年６月25日付の第18回定時株主総会後に開催された取締役会において、取締役の選任および解任、代表取締役および役付取締役
の選定および解職等に関して取締役会が必要と認めた事項、取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項について、取締役会の機能
の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外取締役４名を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

当社グループでは、役員報酬について自社株報酬制度など導入しておらず、今後は中長期的な業績連動型報酬制度などについて検討を進めて
まいります。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2021年３月期における取締役報酬等の総額（員数）は22,512千円（８名）であります。

なお、2020年６月25日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名、監査役２名を含み、無報酬の取締役２名を除いており
ます。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、同一階層の会社の一般例、従業員の給与水準との均衡、経営の一般状
況等を総合的に考慮の上決定しております。

今後、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、指名・報酬委員会の答申を受
け、取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員会で決定する予
定であります。

2021年６月25日付の第18回定時株主総会で役員報酬の総額について、取締役（監査等委員である取締役を除く。）年間報酬総額の上限を年額



120百万円（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。また、年額のうち社外取締役分は12百万円とする。定款で定める取締役の
員数は10名以内とする。）、監査等委員である取締役年間報酬総額の上限を年額48百万円（定款で定める監査等委員である取締役の員数は４名
以内とする。）と決議されました。

なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。

【社外取締役のサポート体制】

取締役および使用人は、社外取締役に対し、会社の業務執行状況を報告するとともに法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内
部監査の実施状況、重大な法令・定款違反行為について遅滞なく報告することとしております。社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は適
切な意思決定を行うため、必要に応じて、関係各部や取締役会事務局である総務・人事部へ追加の情報提供を求め、関係各部は要請に基づく情
報や資料を適宜提供しており、監査等委員である社外取締役は、適切な監査を行うため、必要に応じて、内部監査部門が中心となり、関係各部へ
情報や資料の提供を求め、関係各部は要請に基づく情報や資料を適宜提供しており、常時、社外取締役からの要請・依頼に応じられる体制を
採っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社の取締役会は10名で構成されております。取締役会は、原則月１回の定期開催のほか、必要に応じて、適宜臨時に開催しております。取締
役会は、グループ内の最高意思決定機関として、グループ経営に係る最重要案件の審議・決定と取締役の職務執行状況の監督を行っておりま
す。

主要事業子会社は、執行役員制度を採用し、経営の意思決定と業務執行の分離により、権限・責任の明確化および意思決定の迅速化を実現し
ております。

当社は、グループ全体の計画を策定し、これに基づき各事業子会社は、個別の計画および具体的な年次の目標・行動計画・予算を策定し、それ
に基づく月次・四半期業績管理を実施しております。

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は辻村茂樹氏および南泉充秀氏であり、東陽監査法人に所属しております。

また、監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他５名であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社が本体制を採用する理由は、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与すること等により、取締役会の監査・監督機能を一層強
化するとともに、意思決定の迅速化および中長期視点の議論の更なる充実を図る体制を構築することと、取締役会が、独立社外取締役が過半数
を占める指名・報酬委員会および弁護士等で構成するコンプライアンス・リスク管理委員会等からの答申や提言を受け意思決定することで、法令
遵守と透明性の高い経営を実現するとともに、企業統治の確立において極めて有効な経営監視機能を果たすと考えるためであります。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
定時株主総会（2021年６月25日開催）の21日前の2021年６月４日に発送しております。ま
た、発送１日前の2021年６月３日に、東京証券取引所および当社ホームページにおいて
招集通知を掲載しております。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日の４日前の2021年６月25日に開催しております。

その他 議決権行使結果は、当社ホームページにおいて臨時報告書を掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載

主に会社概要・グループ構成、経営方針・コンプライアンス（企業行動憲章）、
招集通知、報告書・中間報告書、財務情報（決算短信およびその他開示書類、
有価証券報告書・四半期報告書）などを当社ホームページに掲載しておりま
す。

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ担当部署：ＩＲ室、総務・人事部、企画・経理部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社グループは、「企業行動憲章」、「行動規範」、「内部者情報管理規程」等において、「企
業情報・財産の適切な管理・開示」、「適切な会計処理」、「法定情報の適時・適正開示」、
「インサイダー取引の防止」等を定め、その周知徹底に努めるとともに、報告書・中間報告
書、プレスリリースなどにより、株主はもとより広く社会とのコミュニケーションを図り、会社
経営状況、企業活動全般について社会が必要とする情報の適時・適切・公正な開示に努
めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社グル－プは、企業の社会的な責任を果たすために、グループ共通の価値観・倫理観・
具体的行動基準である「企業行動憲章」を定めております。環境保全活動については、社
会インフラづくりに資する新設橋梁事業はもとより、インフラの老朽化に対する橋梁の保
全・維持補修事業そのものが「環境配慮型社会の実現」に資するものと捉え、積極的な事
業展開を図っております。また、地元の方や学生の方向けに現場見学会や工場見学会を
開催するなど、幅広い社会貢献活動に努めております。ＣＳＲ活動については、当社ホー
ムページに掲載のＣＳＲや報告書、中間報告書にも記載しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも
主体的に取り組んでおります。また、情報の開示に当っては、正確で分かりやすく具体的な
記述で行い、利用者にとって有用性の高い記載となるように努めております。なお、当社の
会社情報の適時開示に係る社内体制の状況および適時開示体制の模式図は、本報告書
の「５.２.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」および（参考資料）に記載の
とおりです。

その他
当社は、女性技能員の採用や管理職に登用するなど女性社員の積極的活用を推進すると
共に、子育てと仕事の両立など多様なライフスタイルに応じ、社員の誰もが継続的に活躍
できる環境を提供しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

・内部統制システムに関する基本的な考え方

当社は、「法令等遵守（コンプライアンス）体制」、「リスク管理体制」を核とし「情報の保存・管理体制」、「職務の執行の効率性を確保するための体
制」、「当社グループの業務の適正性を確保するための体制」、「監査等委員会の監査の実効性を確保する体制」等を含む、会社法に基づく内部
統制システムの整備に関する基本方針の取締役会決議に従い、また、事業子会社においても、当社取締役会決議に基づき同様な内部統制シス
テムの整備に関する基本方針に従い内部統制の整備に取り組んでおります。

発注者をはじめ各ステークホルダーから信頼される企業グループとして、安全で優れた製品・施工・サービスの提供への取り組みを一層強化し、
健全な企業の発展に努めております。

また、持株会社体制を採っている当社は、事業子会社についての状況を把握し、グループの管理を行っており、説明責任も併せておっておりま
す。

・内部統制システムの整備状況

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

（1）当社は、グループ全体の取締役および使用人が法令および定款を遵守し、社会規範に基づいた行動をとるための基準を示した、当社グルー
プとしての「企業行動憲章」、「行動規範」を制定し、その周知・徹底を図るとともに、「内部通報規程」を制定し、コンプライアンスについて社内・社外
（弁護士）の２つの通報相談窓口を設ける。

（2）当社および各事業子会社は、コンプライアンス・リスク管理担当役員を任命し、コンプライアンス体制とリスク管理体制の構築・整備を管理・統
括させる。

（3）当社は、グループ全体のコンプライアンス体制とリスク管理を横断的に統括する組織として、当社社長を委員長とし、取締役ならびに弁護士も
参加する「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンス・リスク管理に関する重要問題を審議し、体制の構築・整備を図る。

「コンプライアンス・リスク管理委員会」は審議・決定した事項を、取締役会に定期的に報告もしくは付議する。

（4）当社は、監査室を設置する。監査室は、監査等委員会および事業子会社の内部監査部門と緊密な連携をとり、グループ全体の業務執行、コ
ンプライアンス・リスク管理状況の監査を定期的に実施し、コンプライアンス・リスク管理委員会にその結果を報告する。

（5）市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは関係を持たないことを「企業行動憲章」、「行動規範」に定めるとともに、
定期的に外部専門機関ほかと情報交換を行うなど情報収集に努め、被害防止を図る。また、不当な要求を受けるなどの事案が発生した場合に
は、外部専門機関・顧問弁護士と連携して対応する体制を構築する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役は、取締役会およびその他の重要会議の議事録、稟議書その他の職務の執行および意思決定に係る記録や文書を、「文書管理規程」等
の社内規程に定めるところに従い、適切に保存し、かつ管理する。

また、これらの情報は、監査等委員会から閲覧要請があった場合、いつでも閲覧可能とする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（1）当社は、「コンプライアンス・リスク管理委員会」でグループ全体のリスク管理の基本方針、推進体制その他重要事項を審議・策定し、グループ
の企業活動に潜在するリスクに適切に対応できる体制の構築・整備に努める。

（2）品質管理、安全管理、コンプライアンスおよび情報セキュリティ等の各事業子会社の業務に付随するリスクについては、各事業子会社で規程・
ガイドライン・対応マニュアルなどを制定・整備し、それらの周知・徹底を図る。

（3）災害等不測の事態が発生した場合には、社長の指揮の下に対策本部を設置し、損害の拡大の防止と事業活動の継続を図る。

（4）内部監査部門による、リスク管理状況の定期的な監査を実施し、「コンプライアンス・リスク管理委員会」に報告する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1）当社は、取締役会を原則として月１回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、取締役会規則に定めた当社および事業子会
社の経営に関わる重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行う。

（2）取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌・職務権限規程において、それぞれの権限と責任、執行手続きを明確化し、効率的な
職務執行を行う。

（3）当社は、グループ全体の中期・年次計画を策定し、これに基づき各事業子会社は、個別の中期・年次計画および具体的な年次の目標・行動計
画・予算を策定し、それに基づく月次・四半期業績管理を実施する。

（4）主要な事業子会社は、執行役員制度に基づく、業務執行権限の執行役員への委譲、経営・監督と業務執行責任との権限の明確化、効率かつ
迅速な意思決定と業務執行を推進する。

（5）各事業子会社は、取締役会を毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催し重要事項の決定ならびに取締役の業務執行の状況
を監督する。

（6）主要な事業子会社は、代表取締役社長による会社の業務執行の決定に資するため取締役・執行役員で構成される経営会議にて審議を行
い、また必要に応じて会議体を設置して審議を行う。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

（1）当社は、持株会社として、当社の取締役が、取締役会を通じて当社グループ全体の重要事項の決定および事業子会社の経営管理、業務執行
の監督を行う。

（2）主要な事業子会社においても業務の決定および執行について相互監視が適正になされるよう、取締役会と監査役および会計監査人を設置す
る。

（3）当社は、当社グループ共通の経営理念および企業行動憲章、行動指針、法令遵守マニュアルを策定・見直し、グループ全体への周知・徹底を
図る。

（4）当社は、「関係会社管理規程」等の規定により事業子会社の当社への承認・報告ルールを定め、これに基づき各事業子会社の経営管理およ
び経営指導体制を構築・整備する。

（5）内部監査部門は、定期的にグループ会社の監査を実施し、業務の適正化を推進する。

（6）各事業子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、性質、機関の設計その他会社の特質を踏まえ、自律的に内部統制シス
テムを構築・整備する。

（7）各事業子会社は、当社のグループ会社として、その経営方針、企業集団の管理体制を尊重しつつ、法令・定款を遵守し、企業の独立性・独自
性を堅持した企業運営を行う。

６．監査等委員の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項

（1）監査等委員会の職務を補助するスタッフを配置するとともに、監査室を中心に関係部門がサポートする。

（2）監査等委員会の職務を補助する使用人の任免・異動、人事考課については、監査等委員会の意見を聴取し、尊重する。また、監査等委員会
から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、監査等委員会以外からの指揮命令を受けない。

７．監査等委員会への報告に関する体制

（1）当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）並びに使用人および各事業子会社の取締役並びに使用人は、当社の監査等委員会の求め
に応じて会社の業務執行状況を報告する。また、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、重大な法令・定



款違反行為についても遅滞なく報告する。

（2）当社は、内部通報制度の運用により、全社的に重大な影響を及ぼす事項、重大な法令・定款違反行為について、監査等委員会への適切な報
告体制を構築・整備する。

（3）当社は、当該報告した者が報告をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないことを内部通報規程に定め、周知・徹底を図る。

８．監査等委員の職務の執行（監査等委員会職務に関するものに限る。）について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務の執行（監査等委員会職務に関するものに限る。）について費用の請求を行ったときは、速やかに処理する。

９．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（1）監査等委員の取締役会その他重要な会議への出席等、会社の重要情報に対するアクセス権を保障する。

（2）監査等委員会は、当社社長および各事業子会社の社長等と定期的に情報・意見交換を行う。

（3）監査等委員会は、監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて監査室に調査を求める。

（4）監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見および情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、グループ企業行動憲章・行動規範において、反社会的勢力とは一切関係を持たないことを明確に定めており、社員に周知徹底しておりま
す。

・反社会的勢力排除に向けた整備状況

総務・人事部が担当となり定期的に外部専門機関ほかとの情報交換会に出席するなど、情報収集に努めており、被害防止に役立てております。

また、不当な要求を受けるなどの事案が発生した場合には、外部専門機関・顧問弁護士と連携して対応する体制を構築しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

買収防衛策にはさまざまなものがありますため、当社といたしましては、それらの適合性や有効性を慎重に調査する必要があるものと考えており、
今後その適否について鋭意検討してまいりますが、最終的には、株主の皆様のご判断に委ねられるべき事項と考えております。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

当社は、投資者に適時適切な会社情報の開示を行うことを基本姿勢としています。

１　決定事実に関する情報

決定事実に関する情報は、定例取締役会、必要に応じて開催される臨時取締役会、その他重要な会議において決定した事実に対して、株式会社
東京証券取引所の定める適時開示規則他法令に基づき適時開示を行っています。

２　発生事実に関する情報

発生事実に関する情報は、発生した事象に係る所管部署が、取締役会等に報告を行います。この情報について、適宜、会計監査人、顧問弁護士
に助言・指導を受けながら、情報取扱責任者を中心にＩR室、総務・人事部、企画・経理部において適時開示の必要性の有無を検討しています。

適時開示基準に該当する会社情報は、原則として取締役会での決議を受けた後、遅滞無く適時開示を行っています。

３　決算に関する情報

決算に関する情報は、適宜、会計監査人に助言・指導、監査を受け、取締役会において決定し、適時開示を行っています。

４　子会社に関する情報

当社は、持株会社としてグループの統括・管理を行っています。

事業子会社の取締役会等重要な会議での決定事項ならびに外的要因による事象の発生については、情報管理部門からＩR室、総務・人事部また
は企画・経理部に報告が行われ、社内規則で定める基準に則り、当社においても取締役会等で決定、もしくは報告が行われています。

事業子会社に関する情報は、適宜、会計監査人、顧問弁護士に助言・指導を受けながら、情報取扱責任者を中心にＩR室、総務・人事部、企画・経
理部において適時開示の必要性の有無を検討しています。

適時開示基準に該当する会社情報は、原則として取締役会での決議を受けた後、遅滞無く適時開示を行っています。

５　その他の重要な情報

その他の重要な情報は、適宜、専門家に助言・指導を受けながら、情報取扱責任者を中心にＩR室、総務・人事部、企画・経理部において適時開示
の必要性の有無を検討しています。

適時開示基準に該当する会社情報は、原則として取締役会での決議を受けた後、遅滞無く適時開示を行っています。
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